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Ⅰ．はじめに

Ａ．戦争記録画とは何か

絵画の歴史をとおして，西欧においても日本においても，戦争を主題とする作品が数多く描

かれてきた。そのなかでも特に，日中戦争の勃発から第二次世界大戦の終結に至るまでのあい

だに，戦地に派遣された著名な日本人画家達が日本軍からの依頼に基づいて制作した，戦争の

諸々の場面を表した一連の作品は，現在，一般に「戦争記録画」と呼ばれている。これらの戦

争記録画には，日本画も何点か含まれてはいるが，ほとんどは洋画で，大規模なサイズのキャ

ンバスに写実的な手法で描かれている。

戦争記録画は，戦争に対する国民の志気を高め，勝利を確実なものとすることを目的とする

もので，これらの戦争記録画を展示する展覧会が，日本軍と朝日新聞社によってたびたび開催

されていた。展覧会は，軍事的に重要な意味を持つ日（例えば，真珠湾の攻撃記念日や陸軍記

念日）にあわせて開催され，注目されるべきイベントとして朝日新聞紙上に取り上げられ，東

京，名古屋，大阪，京都および福岡といった日本の主要都市を巡回し，来場者も多かった。ま

た，天皇や皇后あるいは他の皇族が展覧会に訪れるいわゆる天覧は，そこに展示されている絵

画を，皇室のお墨付きを得た尊いものであることを人々に強く印象づけることとなった。

第二次世界大戦が終結したとき，連合国進駐軍は151点の戦争記録画を接収した。接収され
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た戦争記録画は，連合国軍による占領が終わる頃にアメリカに移送されるが，1970年に日本

に返却されることとなる。現在，東京国立近代美術館に，無期限貸与のかたちで153点の戦争

記録画が保管されている。

本論文は，戦争記録画をめぐる事情のなかで，特に，その接収からアメリカへの移送に至る

時期に注目し，そこでの問題を検証しようとするものである。

Ｂ．先行研究

連合国進駐軍による戦争記録画の接収と移送に関する先行研究として，1999年に発表された

次の二つの論文が挙げられる。一つは，平瀬礼太の「戦争とアメリカ」1 で，もう一つは，河田

明久の「「それらをどうすればよいのか」— 米国公文書にみる「戦争記録画」接収の経緯」2 で

ある。これら二つの研究では，東京の国立国会図書館の憲政資料室にマイクロフィシュのかた

ちで保管されている連合国軍総司令部（General Headquarters Supreme Commander for the 

Allied Powers　以下 GHQ-SCAP と略す）の公文書に基づいて，戦争記録画の接収と移送の

過程が綿密に再構成されている。

平瀬の論文では，戦争記録画の接収とその後の東京都美術館での保管，および1951年のア

メリカへの移送の実際が年表化され詳しく論じられるとともに，GHQ-SCAP の公文書（マイ

クロフィッシュ番号：CIE(C)06719-06720，06748-06752，および CIE(D)04811-04823）が資

料として復元されている。復元された公文書は，もっぱら，初期の接収活動に関するものと，

接収した戦争記録画についてのオーストラリアとオランダからの要求に関するものである。加

えて平瀬は，接収された戦争記録画の詳細なリストも作成している。

河田の論文は，平瀬の論文の内容を継承し展開させたものみなすことができる。そこでは，さ

らに新たな GHQ-SCAP の公文書（マイクロフィッシュ番号：AG(C)00089-00090, CIE(A)08145

および CIE(C)00016）が復元され，日本語訳も添付されている。河田は，1945年と1946年に

おける戦争記録画の接収が，まず非公式に始められ，公式の命令が発行されたのはかなり後に

なってからであることを明確している。また彼は，敗戦直後に，戦争記録画の所在の確認や接

収される作品の選択がなされる際に，日本人の従軍画家のなかでも特に藤田嗣治と山田新一の

二人が貢献していた点にも言及する。さらに河田は，GHQ-SCAP にとって，接収した戦争記

録画をどのように扱うのかという問題は，結局のところ，戦争記録画が，芸術的，文化的，歴

史的な価値を持つものかどうかという問題，つまりその評価の問題を意味していたことを強調

している。
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Ｃ．問題の所在

平瀬と河田の先行研究によって，戦争記録画の接収が，必ずしも，占領下の日本の非武装化

を目的として組織的に行われていたわけではなかったことが示唆された。GHQ-SCAP は，そ

のような経緯で接収した戦争記録画について，それがただのプロパガンダの道具にすぎないの

か，あるいは芸術的な価値をもつものとして守られるべきものなのかを判断する必要があった。

本論文は，GHQ-SCAP が抱えていた問題，つまり接収した戦争記録画の評価の問題につい

て考察しようするものである。とはいえ，本論は，戦争記録画がプロパガンダなのか，あるい

は芸術なのかを最終的に決定することを目指しているではない。むしろここで注目したいのは，

接収された作品が，占領末期にアメリカへ移送されたという事実である。GHQ-SCAP は，接

収した戦争記録画を移送するまでに，なぜ５年の歳月を要したのか。GHQ-SCAP は，どのよ

うにして戦争記録画の価値を公式に定め，それらを実際に移送するに至ったのか。そこには，

GHQ-SCAP のどのような意図と論理が働いていたのか。本論の目的は，これらの事情を新し

い資料を紹介しながら検証し，占領下日本における戦争記録画の扱われ方を明らかにすること

にある。そうすることをとおして，戦争記録画を，それがプロパガンダか芸術かという問題と

は別の角度から眺める新たな視点を示してみたい。

Ⅱ．連合軍による戦争記録画の接収

1945年９月に，GHQ-SCAP による日本の占領が公式に始まり，数ヶ月後に，日本の戦争記

録画の接収が行われた。戦争記録画を集めて接収する活動は，工兵司令官部（Office of the 

Chief Engineer 以下 OCE と略する）の戦闘美術家部隊（Combat Artist Unit）のバース・

ミラー少佐（Major Barse Miller）によって始められた。GHQ-SCAP の公文書によると，こ

の活動は，非公式で個人的な理由で始められた。ミラー少佐は戦争記録画の存在を，戦争記録

画を最も多く制作した画家のひとりで知人の，藤田嗣治を通して知った可能性がある。両者は，

第二次世界大戦以前にパリで知り合っていた3。1945年11月８日付で，ワシントンから GHQ-

SCAP に向けて，すべての日本人従軍画家（Japanese combat artists）によって制作された

絵画，水彩画，彫刻，および図面を集めるように命じるメッセージが発信された4。集められ

た作品は，ワシントンにある戦争省の歴史的財産課（Historical Properties Section）に運搬

するように命令されていた。接収された作品は，メトロポリタン美術館で行われる，日本の占

領についての展覧会で展示される予定であった5。

1946年初頭，GHQ-SCAP の総司令官ダグラス・マッカーサーは，工兵司令官部による戦争

記録画の接収行為を知った。1946年２月６日の会議で，工兵司令官ヒュー・ケーシー少将は，

マッカーサーに，接収した戦争記録画がどのようなものかを説明するためにカタログと写真を
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見せた。マッカーサーは，戦争記録画のもつ性質がはっきりとしないことを指摘し，GHQ-

SCAP がそれらの作品を集めてアメリカに移送する権限を持ちえるのかどうかを疑問視した。

しかしながら彼は，接収を続け，作品の価値を見極めなければならないと勧告した。そのうえ

で，追って通達があるまではアメリカへの作品の移送を保留にするとした6。ケーシー少将の

回顧録によると，マッカーサーは，接収した作品に関する責任をケーシーに一任した7。

戦争記録画の接収行為はさらに数ヶ月続いた。そして，接収した129点の戦争記録画を連合

国側の職員のために展示する展覧会が，1946年８月21日から同年９月２日にかけて上野公園

にある東京都美術館で開催された8。展示された作品は，展覧会の後，美術館の26ある展示室

のうちの５室で1951年７月まで保管され，最終的にはアメリカに移送された。

Ⅲ．戦争記録画の 展示・収蔵・評価

ワシントンからの直接命令があったとは言え，接収した戦争記録画をアメリカに移送するこ

とは簡単なことではない。戦争記録画の性質がはっきりとしないのでワシントンからの命令を

保留にしておくというマッカーサーの判断が，非常に繊細な判断であったことは，彼自身分が

自覚していたに違いない。マッカーサーに与えられた日本の占領のための基礎命令 JCS 

1380/15では，占領軍は，歴史的，文化的ならびに宗教的な対象物のすべてを，あらゆる損害

や損失から保護し保存しなければならないとされていた。戦争記録画は，一方では，文化的な

価値をもつ対象とみなされうるかもしれないが，その一方で，終結したばかりの戦争をまさし

く賛美してきたものでもある。それゆえに，日本の武装解除と非武装化を旨とする占領軍の基

本理念のもとでは，保護や保存の対象としての戦争記録画の優先順位は低くならざるをえない。

しかも，日本の占領のための基礎命令 JCS1380/15の武装解除についての条項のなかでは，美

術品の扱いについては何も言及されていない9。したがって，GHQ-SCAP が接収した戦争記

録画をどのように扱うのかを決めるためには，マッカーサーが勧告したとおり，まずもって作

品の評価が行われなければならなかった。

評価をめぐって，二つのシナリオが想定されていたと推察できる。接収した戦争記録画が，

文化的あるいは歴史的な価値を持つならば，JCS1380/15に示されているとおり，占領軍はそ

れらを保護し保存しなければならない。だが反対に，戦争記録画がそのような価値を持たない

のならば，それらを勝利品として破壊しようと，興味を示すほかの連合国に分与しようと，占

領軍の自由となる10。

GHQ-SCAP 公文書には，接収した絵画の査定に関するいくつかの記録が残されているが，

それらの査定は非公式に行われていたようであり，いずれも綿密な調査に基づくものとはいえ

ない。戦争記録画の性質あるいは価値に関して，何らかの判断が下されていたとしても，その
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ためにどんな評価基準が用いられたのかについては一切書かれていない。例えば，1946年８月

24日に OCE の戦闘美術家部隊のレスリ・アンダーソン大尉（Captain Leslie Anderson）は，

民間情報教育局（Civil Information and Education Section 以下 CIE と略す）の美術記念物

課（Arts and Monuments Division 以下 A&M と略）のアート・コンサルタントのホワー

ド・ホリス（Howard Hollis）と，東京陸軍教育センターのヤマダ博士という人物とともに，

当時東京都美術館に陳列されていた戦争記録画について話し合っている。この話し合いのなか

で，なにか重要な判断がなされたのかもしれないが，それについての記録はまったく残されて

いない11。接収した戦争記録画についての評価は，その重要性にもかかわらず，公式には即座

にはなされなかったとになる。

この時期には，戦争記録画の価値を評価する責任は，既に CIE の A&M アート・コンサル

タントに委譲されていた。ホリスによって書かれた1946年８月27日付の会議報告書（confer-

ence report）によると，朝日新聞のコイケは，A&M の現場監査人（field inspector）に，

当時東京都美術館で展示されていた戦争記録画を見てほしいと依頼している。その依頼に，デ

トロイト博物館の東洋美術の学芸員シャーマン・リー（Sherman Lee）が対応した。コイケ

は，展覧会に関する新聞記事を A&M から提供してもらえるかと尋ねたが，この要求は拒否

された。その代わりに，A&M の役員に対して要望を提出することが許された。彼は戦争記録

画の客観的評価を要望し，作品を政治的見方からではなく純粋芸術の立場から判断することを

CIE に求めた12。

1946年９月16日，展覧会が終了した二週間後，朝日新聞紙上に展覧会に関する記事が掲載さ

れた。この記事のなかでは，戦争記録画に関するシャーマン・リーの見解が紹介されていた。

彼は，戦争記録画にはいかなる長所も見いだされず，これらの作品は，美術の世界からはすぐ

に忘れられてしまうだろうとする一方で，日本画の様式で描かれた，浮世絵を思わせるような

特色を示す戦争記録画を賞賛している13。筆者は，このようなリーの見解を裏付ける公文書を

CIE と A&M で調査したが，どちらにおいても該当するものを見つけることはできなかった。

したがって，リーの見解は個人的見解であって，そこには，CIE や GHQ-SCAP の公的な考

え方が反映されているわけではないのかもしれない。だが，このようなの見解は，シャーマ

ン・リーに限られたものではなく，戦争記録画の接収に関与した他の GHQ-SCAP 役員の見解

としても珍しいものではなかった。

A&M や GHQ-SCAP の役員に加えて，将校も，戦争記録画の価値に関する意見を持っていた

が，それもまた非公式な意見であるように思われる。民間財産管理局のガーランド（Garland）

という役員は，1946年８月23日付の手書きメモに，戦争記録画は文化的な価値を持たない，た

だのプロパガンダの道具であると記している。ガーランドは，この見解を，戦争記録画の接収
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活動を遂行したアンダーソン大尉に伝えているが，その際のアンダーソンの感想は，接収され

た作品はいずれ破壊されるだろうというものであった14。

占領が進むにつれ，同様の見解は，GHQ-SCAP の他の将校たちからも聞かれるようになっ

た。1950年５月12日に，接収された戦争記録画が保管されている東京都美術館の５室の展示室

を開け払ってほしいという依頼状が，毎日新聞の PR 部のナガシマ・ケイスケから寄せられた。

数日後，CIE のアートコンサルタントのジョージ・ケイツは司令部サービスグループ

（Headquarters and Service Group 以下 HQ&Svc と略）の調達部（Procurement Command）

のドゥースマンとともに，作品を点検するために東京都美術館に赴いた。彼らの見解は，1946

年のシャーマン・リーの見解以来，繰り返し述べられてきたものとほとんど同じであった15。

戦争記録画についての見解においては，その芸術的価値を評価することには関心は向けられ

ておらず，もっぱら，それがもつ反アメリカというメッセージ性やそのプロパガンダとしての

偏りのほうが重視されてきたといえる。 このような過程を経て，戦争記録画について意見が，

極めて公式的な文書にようやく記されることとなる。CIE 局長のドナルド・R・ニュージェン

ト中佐は，ワシントンにいる米国陸軍幕僚長に宛てた1951年５月28日付の文書で，接収した

戦争記録画は，軍国主義的かつ政治的プロパガンダとしての価値だけを持つものであり，それ

らは芸術とは認められず，したがってこれらの作品は，降伏文書の条項や，陸上戦の規則，あ

るいは文化財の保護・保存・賠償の必要性に関する国際法の，いずれに抵触するものでもない

と述べている16。ニュージェント中佐のこの文書は，何年か前から他の役員によって表明され

てきた見解を，より明確な用語で本質的に言明したものである。そしてこの言明が，米国陸軍

幕僚長から，接収した戦争記録画を梱包してアメリカに移送せよという命令が新たに発せられ，

これまで保留されていた移送が迅速に遂行されるための素地をつくることとなる。

Ⅳ．戦争記録画の移送について

ところで，このニュージェント中佐による文書の中には，いくつかの提案がある。そのうち

の一つは，接収作品を保管するために使用されていた東京都美術館の展示室を至急明け渡せと

いうことであった。GHQ-SCAP が格納のためだけに，さらに長期間に渡って展示室を占有し

続けることの正当化は困難となった。そして，接収戦争記録画の価値を正式に評価しないこと

には，正当化にたいして，はっきりとした根拠づけがないままとなる。

先に述べたように，1946年９月２日に終わった連合国側の職員のための展覧会から接収され

た戦争記録画は，東京都美術館の５つの展示室に格納された。長期展示会に適した展示スペー

スが他になかなかないため，東京都美術館の借用展示室は新しい作品の展示を望むアートグ

ループにとって非常に貴重な存在であった。1946年以降，CIE はいくつもの団体から，接収作
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品が格納されている展示室を明け渡してほしいという要望を受け取った。これは平瀬礼太の先

行研究に紹介された年表より４年早い17。

A&M の課長ハワード・ホリスの1946年12月30日付会議報告書によると，毎日新聞と二科会

の代表者テラダが，徴発された展示室の明け渡しを口頭で申し入れた。５つの展示室のうちの

３つを，毎日新聞の後援で1947年６月に開催予定の二科会の展覧会のために使用したいという

ものであった。言うまでもないことだが，GHQ-SCAP が，接収作品をいかにすべきかいまだ

判断しかねている状態のため，申し入れは却下された18。また，1947年３月に同じ要望が

A&M にも送られたが，回答は1946年と変わらなかった19。

A&M は，接収作品を保管する展示室の明け渡しについての要望を，同年にさらに２通受け

取った。1947年７月31日に，国立博物館の J. ハラダ博士は，同じく，接収作品を置く展示室

が明け渡される可能性を CIE に尋ねた20。そして，1947年８月１日に日本の首相の秘書のウエ

ハラ氏は，横山大観に代わって，彼の計画する展覧会のために，２つの展示室を開放してほし

いと申し入れたが，結果的にウエハラ氏は，その可能性がないことを知らされるに終わった21。

1950年には，徴発された展示室の明け渡しを求める要望が次々に送られた。この時期に，

GHQ-SCAP の要人は，要望に対してより寛容になった。以下の要望は，CIE 局長ニュージェ

ント中佐に直接送られたものである。

1）1950年４月３日−毎日新聞の編集主幹 工藤信一良より。1,000以上の作品を展示する，

５月15日から1950年６月７日までの20日間の展覧会のため

2）1950年４月−東京都美術館館長代理トジュロ・オガワより。接収作品の置かれる展示

室を東京都教育委員会に供出すること

3）1950年４月４日−日本美術家連盟の伊原宇三郎からの要望

また，同様の要望は，伊原宇三郎と毎日新聞の本田親男によって，直接マッカーサーにも送

られた22。宗教文化財課（A&M と宗教課を1947年に合併して創設された部署。Religion and 

Cultural Resources Division 以下 RCR と略す）の W. ニコルズ（W. Nichols）の会議報告書

には，こうした要望は「合理的で正当」なことなので，展示室明け渡しの可能性があると記さ

れている。この会議には日本美術家連盟の益田氏と毎日新聞の特別プロジェックト部のウチイ

氏，CIE の RCR のジョージ・ケイツが出席した23。しかしながら，この戦争記録画の移送と

展示室の明け渡しという案件は CIE 単独で解決できる問題ではないため，決定的な判断が下

されるには，さらに一年程度の時間を必要とした。

興味深いことに，徴発された展示室の明け渡し要望のいずれにも，接収戦争記録画を各作者

に返却してほしいという要望は含まれていない。特に不思議なことは，自らの作品も押収され

た伊原宇三郎の行動である。毎日新聞のワタナベは，展示室の明け渡しについて RCR に問い
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合わせの電話をかけた時，展覧会の主催者の関心は展示室の明け渡しだけであると言った。彼

らは要望が承諾された際に，接収された作品に起こることには興味を持っていない24。

この時点で，戦争記録画に特に関係のある GHQ-SCAP 部門間で開かれた非公式会議に関す

る文書に注意を向けておこう。これらの部門とは，接収作品を管轄する工兵司令官部（OCE），

東京都美術館の徴発された展示室の責任がある司令部サービスグループ（HQ&Svc）と，接

収戦争記録画の評価を命令された民間情報教育局（CIE）である。この1951年４月27日付文書

は「CIE 会議報告書」に分類され，国立国会図書館の憲政資料室で保管されている。マイク

ロフィッシュ番号は CIE(A)08580である。

この非公式の会議では，戦争記録画によって引き起こされた問題を的確に把握している者は，

参加者の中に誰もいなかったようだ。作品接収と格納の概略的経緯は，各文書に散見される情

報と参加者の記憶からつなぎ合わされた。この時点で，占領軍には，1945年後半から1946年前

半に実施された戦争記録画の接収と展覧会に責任があった役員はもういなかった。戦争記録画

の接収活動時の工兵司令官のケーシー少将は1949年に退職していた。バース・ミラー少佐とレ

ズリー・アンダーソン大尉は既に他の部署に移っていた。CIE のハワード・ホリスとシャーマ

ン・リーは一般市民の生活にもう戻った。 そして，ケーシー少将に口頭で責任を命じたマッ

カーサーは，1951年４月中旬にマシュー・リッジウェイ司令官にその座を譲っていた。

GHQ-SCAP の各部署には，それぞれの関心があった。OCE は，彼らが「謎めいた責任」

と呼ぶ戦争記録画にまつわる責任を取り除くことを切望していたが，それを行う正当な根拠が

ないため，どうすればよいか分からなかった25。OCE は，米国陸軍の戦闘美術家プログラム

を担当していたが，徴発された芸術作品の保管はその任務に含まれていない。

徴発された展示室に責任がある HQ&Svc も，増加する戦争記録画の保管料金を懸念してい

た。会議報告書によると，東京都美術館で作品の保管を続けるには，１年あたり40万円がか

かっていた。また，HQ&Svc は近い将来にこの料金が３倍に増加すると予測していた。実は，

接収された戦争記録画に対する資金が問題になったのはこれが最初ではなかった。1949年12月

20日に，ホシヤショウカイという会社は，４年前の戦争記録画展覧会に関する業務代金が未払

いのため GHQ-SCAP に請求書を送った。GHQ-SCAP はホシヤショウカイに 3万6900円を

負っていた26。GHQ-SCAP は戦争記録画に対して，資金を容易に割り当てなかったと言える。

最後に，CIE は接収された戦争記録画の最終処理をいかに行うかに関して，何かを推奨す

るような責任がないと信じていた27。会議の中で，CIE の代表として出席した RCR のアート

コンサルタント W. ニコルスは，接収された作品が軍国主義的でプロパガンダの道具であると

評価した。数年前に下された非公式な見解と全く同じ評価である。またこの評価にあたって，

どのような評価基準が用いられたかということに関しては，全く言及されていなかった。しか
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しながら，今回，CIE は，その件に関して公式的な見解を示し，リッジウェイ司令官を通し

て，直接に米国陸軍幕僚長に文書を提出することを積極的に行った28。幕僚長からの命令があ

れば，OCE と HQ&Svc は，トラブルを最小限に抑える形で，より容易に接収された戦争記

録画をアメリカに移送できる。これは，戦争記録画に関係がある GHQ-SCAP 役員が，接収さ

れた作品に関する，各自の責任を逃れることを望んでいたことを明確に示している。その結果，

OCE，CIE と HQ&Svc の協力によって，長く解決を待っていた問題は数ヶ月で解決された。

そして，戦争記録画を米国陸軍省に移管することによって，GHQ-SCAP は，オーストラリア

とオランダから寄せられた作品譲渡要求への対処という付随的業務を免れることができた。部

門間共通のこのような見解は，GHQ-SCAP 役員にとって，非常に論議を呼んだ戦争記録画か

ら手を洗うための最も都合のいい理由だと見なされた。

プロパガンダとして戦争記録画を評価することは，おそらくそれらの日本からの搬出を最も

容易にする方法であっただろう。なぜなら，そうした評価は文化や芸術についての複雑で繊細

な問題を回避するからだ。しかし，この長年の懸案事項は，財政的な問題もあって，GHQ-

SCAP の役員によって解決された。接収された戦争記録画に関心を示さなかった民間の美術

団体からの，展示室明け渡しを求める圧力もあった。学芸員も戦争記録画に対して関心の欠如

を示していた。東京都美術館の学芸員補佐であったハヤカワ氏は，日本人の当局によって述べ

られた意見の中に，「好ましくない作品であるから破壊すべきであるという進言が含まれてい

た」とした29。これらの日本人の当局が誰であったかは文書に言及されていない。しかし，戦

争記録画の存在を知っていた日本人も，それらを手放すことを切望していたように思える。

前述の，ニュージェント中佐によって発行された文章は，このような環境において読まれな

ければならない。日本の美術団体から展示室明け渡しへ向けて高まっていた圧力，上昇する作

品保管料，占領の終焉が，戦争記録画の価値に関しての早急な判断を迫ることとなった。

Ⅴ．おわりに

1951年のニュージェント中佐による米国陸軍幕僚長へのメモは，接収された戦争記録画のア

メリカへの移送につなげた重要資料といえる。上述した資料によると，このニュージェント中

佐のメモは，GHQ-SCAP 職員たちが戦争記録画の最終処理を決定する問題に，不本意ながら

直接に立ち向かわざるをえなかったという事態によって生み出されたメモであると考えられる。

すなわち，GHQ-SCAP 職員たちは，オーストラリアとオランダからの接収戦争記録画譲渡要

求という問題の処理を回避したかったのであるし，同時に彼らは，作品の文化的，芸術的ある

いは歴史的な価値の正式的な決定を回避したかったといえる。その上，様々な圧力があった。

まずは，いくつもの美術団体から，接収戦争記録画を格納していた東京都美術館の展示室明
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け渡しの要望があった。これらの要望は，これまでの研究では1950年から始まったとされて

いたが，より早い年から始まったことが新たにわかった。そしてそのような要望は，1950年

以降，連続し活発化した。  

また，接収戦争記録画の移送の決定は財政的な理由もあった。HQ&Svc は戦争記録画の保

管のため，東京都美術館の展示室の使用料支払いに関して，資金を調達することが困難であっ

たとわかった。進駐軍が展示室を徴発しても，そのスペースの使用料は無料ではなかった。そ

して，その展示室の使用料は，長く使用すれば使用するほど負担が大きくなっていった。

接収戦争記録画の芸術的あるいは文化的な価値を正式に評価しなくても，作品の移送にあ

たっては日本の美術業界からなんら反対はなかった。各 GHQ-SCAP 文書に見ると，日本人の

元従軍画家や美術団体が，戦争記録画に起こることに無関心であったことは明確である。当時

の日本美術界では，誰も接収された戦争記録画と関係を持ちたくなかったといえる。

非武装化は戦争記録画の接収の第一の理由ではないかもしれない。しかしながら，これは戦

争記録画の移送のため最も便利な理由だったといえる。1950年に，GHQ-SCAP 職員は，日本

の占領の終焉を既に感じていたに違いない。例えば，アメリカ国務長官のディン・アチソンは

1949年中頃に，占領が急速に価値を減少させつつある資産のごときものになっていると信じて

いた30。アメリカは，ますます朝鮮戦争と冷戦に巻き込まれていき，占領の初期段階に GHQ-

SCAP によってなされた改革は，日本国内の保守派の復帰の影響で希薄化され「逆コース」状

態になりつつあった。『GHQ』の作者竹前栄治によると，リッジウェイが連合軍最高司令官で

あった時期に，およそ20万人の国粋主義者が復権した31。この現実を考えると，なぜ接収戦争

記録画が最終的に，アメリカへ移送されたのかが理解できる。GHQ-SCAP 役員の中には，占

領が終わる前に戦争記録画が日本から移送されない場合，GHQ-SCAP によって開始した改革

が，さらに失われるかもしれないという懸念があったのではないだろうか。従って，日本から

戦争記録画をすみやかに移送することは，占領初期の改革を維持し，そして，好戦的な日本の

再起を防ぐ手段になるだろう，との意向がそこにはあったと思われる。
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